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第11章 準備書についての意見と事業者の見解 

11.1 準備書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

11.1.1 準備書の公告及び縦覧 

1. 準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、環境保全の見地からの意見を求めるため、環

境影響評価準備書（以下「準備書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、準備書

及びその要約書を公告の日から起算して 1 か月半の間（自主期間 2 週間を含む）縦覧に供する

とともに、インターネットの利用により公表した。 

 

(1)公告の日 

令和 4 年 2 月 25 日（金） 

(2)公告の方法 

①  日刊新聞紙による公告 

・令和 4 年 2 月 25 日（金）付 福井新聞 

②  インターネットによるお知らせ 

・事業者のホームページ 

https://venaenergy.co.jp/3504 

(3)縦覧場所 

関係自治体庁舎の 4 か所及び福井市内の公民館の 6 か所、計 10 か所において縦覧を行っ

た。また、インターネットの利用による縦覧を行った。 

①  関係自治体庁舎等での縦覧 

・福井県庁 安全環境部 環境政策課 

（福井県福井市大手 3-17-1） 

・福井市役所 市民生活部 環境事務所 環境廃棄物対策課 

（福井県福井市大手 3-10-1） 

・坂井市役所 産業環境部 環境推進課 

（福井県坂井市坂井町下新庄 1-1） 

・越前町役場 住民環境課 

（福井県丹生郡越前町西田中 13-5-1） 

②  福井市内の公民館での縦覧 

・国見公民館  福井県福井市鮎川町 133-1-3 

・鷹巣公民館  福井県福井市蓑町 14-7 

・本郷公民館  福井県福井市荒谷町 19-55 

・棗公民館  福井県福井市石橋町 4-14 

・一光公民館  福井県福井市下一光町 6-5 

・鶉公民館  福井県福井市砂子坂町 5-58 

③  インターネットの利用による縦覧 

・事業者のホームページ 

https://venaenergy.co.jp/3504  
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(4)縦覧期間 

・縦覧期間：令和 4 年 2 月 25 日（金）から令和 4 年 3 月 29 日（火）まで 

・関係公共団体庁舎 土曜日・日曜日・祝日を除く開庁時間とした。 

・公民館      休館日を除く開館時間とした。 

・インターネット 常時アクセス可能とした。 

なお、法定の縦覧期間以降も自主的な縦覧期間として、令和 4 年 3 月 30 日（水）～4 月

12 日（火）まで図書を公表した。 

(5)縦覧者数 

縦覧者数（意見書箱への投函者数）は 3 名であった。 

（内訳）福井県庁    1 名 

福井市役所   0 名 

坂井市役所   0 名 

越前町役場   0 名 

国見公民館   2 名 

鷹巣公民館   0 名 

本郷公民館   0 名 

棗公民館    0 名 

一光公民館   0 名 

鶉公民館    0 名  
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2. 準備書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項を

周知するための説明会を開催した。 

 

(1)公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

 

(2)開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

 

① 開催日時：令和 4 年 3 月 12 日（土）10 時 00 分から 11 時 00 分まで 

開催場所：東十郷コミュニティセンター（福井県坂井市長畑 25-11-1） 

来場者数：6 名 

 

② 開催日時：令和 4 年 3 月 12 日（土）14 時 00 分から 15 時 00 分まで 

開催場所：国見公民館（福井県福井市鮎川町 133-1-3） 

来場者数：16 名 

 

③ 開催日時：令和 4 年 3 月 12 日（土）19 時 00 分から 20 時 00 分まで 

開催場所：本郷公民館（福井市荒谷町 19-55） 

来場者数：10 名 

 

④ 開催日時：令和 4 年 3 月 13 日（日）14 時 00 分から 15 時 00 分まで 

開催場所：鷹巣公民館（福井県福井市蓑町 14-7） 

来場者数：9 名 

 

⑤開催日時：令和 4 年 3 月 17 日（木）19 時 00 分から 20 時 00 分まで 

開催場所：越前町生涯学習センター（福井県丹生郡越前町内郡 13-19-3） 

来場者数：2 名 

 

⑥ 開催日時：令和 4 年 3 月 18 日（金）19 時 00 分から 20 時 00 分まで 

開催場所：鶉公民館（福井市砂子坂町 5-58） 

来場者数：9 名 

 

⑦ 開催日時：令和 4 年 3 月 19 日（土）10 時 00 分から 11 時 00 分まで 

開催場所：一光公民館（福井市下一光町 6-5） 

来場者数：11 名 

 

⑧ 開催日時：令和 4 年 3 月 19 日（土）14 時 00 分から 15 時 00 分まで 

開催場所：棗公民館（福井市石橋町 4-14） 

来場者数：8 名 
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3. 準備書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、環境保全の見地から意見を有する者の意見の

提出を受け付けた。 

(1)意見書の提出期間 

令和 4 年 2 月 25 日（金）から令和 4 年 4 月 12 日（火）までの間 

（縦覧期間及びその後 2 週間とし、郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

(2)意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

① 縦覧場所に設置した意見書箱への投函 

② 事業者への書面の郵送 

(3)意見書の提出状況 

意見書の提出は 4 通、意見総数は 13 件であった。  
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11.1.2 準備書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 18 条及び第 19 条に基づく準備書について、

環境の保全の見地から提出された意見は 13 件であった。準備書についての住民等の意見の概

要及び事業者の見解は、表 11.1-1 のとおりである。意見の概要については原文のまま記載し

た。なお、ゴシック書体で記載した箇所は、評価書の作成に当たり「準備書についての意見の

概要と事業者の見解」の届出以降に対応の方針を追記した事項である。 

 

表 11.1-1(1) 準備書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 1 令和 3 年 7 月 29 日の福井市西部を襲った豪雨によ

り、国見岳周辺の水路、河川はことごとく被害を

受けた。準備書には、単に風車敷地外へ雨水を排

出するとの記載しかないが、下流の水路および河

川護岸の強化嵩上げ等が必要である。想定の降雨

量はどんな値になっているのか。 

本事業における造成工事に当たっては、各風車ヤ

ードに沈砂池を設置し、降雨時における土砂流出の

濁水の発生を抑制いたします。沈砂池の規模及び容

量については、今後も引き続き、福井県と協議のう

え、「福井県林地開発制度の手引き」に基づき適切

に設定いたします。また、準備書 P625、626 に記載

のとおり、工事中の沈砂池からの排水は河川等の常

時水流に到達するまでに林地浸透すると予測してお

ります。河川への影響についても、「福井県林地開

発制度の手引き」に基づき 30 年確率の降雨量 84mm/

時を想定し、今後も引き続き、福井県と協議のう

え、適切に対応いたします。 

2 2 風車が二牧田林道から近距離に配置されている。

二枚田林道は森林資源の有効活用と観光開発の目

的で作られている。林道上および車上の騒音値や

景観はどうなるのか。道路は観光道路としての機

能は果たせるのか。また、林道が冬季閉鎖時、設

備が火事になった時の対応は。 

騒音については、住居地域を対象に対象事業実施

区域の周囲の 9 地点において調査、予測及び評価を

実施いたしました。その結果、いずれの地点におい

ても指針値を下回る結果となっております。また、

準備書 P536～539 に記載のとおり、林道上の騒音に

ついては、風車騒音の寄与値として面的にコンタ

ー図をお示ししております。 

景観については、準備書 P1345～1348 に記載のと

おり、「国見岳」のフォトモンタージュをお示しし

ております。なお、国見岳に位置する「国見岳森林

公園」は人と自然との触れ合いの活動の場として選

定しておりましたが、令和 4 年 3 月末をもって閉園

しております。 

工事中においては二枚田幹線林道を通行できるよ

うに計画しておりますが、風力発電機を輸送する際

には一時的に通行止めとする可能性がございます。

今後、道路管理者である福井市とも協議のうえ、決

定いたします。また、工事前に住民の皆様へ工事内

容を説明いたします。 

火災等の事故発生時は風力発電所全体を統括する

システムより、発電所近くに常駐する電気主任技術

者に連絡が届き、適切な対応を即時実施できる体制

を構築いたします。 

3 3 ●●では環境調査立入の許可書に自治会長の独断

で押印がなされ、その見返りとして、ほとんどが

会長の持ち山に作業道を作るという事業がされて

いる。400 万もの金が町内の会計を経由していな

い。明らかな収賄と横領である。手続きに瑕疵は

なかったのか、県環境審議会の場で説明された

い。以 上 

 

※●●は個人情報であるため、非公開といたしま

す。 

意見書に記載されたような事実は確認できません

でした。今後も風力発電事業の内容、環境影響調査

に基づく予測評価の結果について、地域の皆様に丁

寧にご説明いたします。 
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表 11.1-1(2) 準備書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

4 地元民としての心配の点 

1．風力発電の工事の後の土砂災害 

 

1．騒音及び超低周波音の件 

過去に北電の風力が 2基あった時、国見町の集落

では騒音があった。 

今回は、それ以上の高さであり心配である。 

あわら市の風力の近くでは 2重サッシになってい

る現状がある。 

林地開発協議において、土砂災害防止の観点から

も福井県と協議し、その結果を適切に土木設計・施

工に反映いたします。また、降雨時における土砂流

出の濁水の発生を抑制するために「福井県林地開発

制度の手引き」に基づき適切に沈砂池を設置いたし

ます。さらに、風力発電施設の倒壊等については、

電気事業法（昭和 39年法律第 170号）及び電気事業

法施行令（昭和 40 年政令第 206 号）の規定に基づ

き、風力発電所の工事計画（設置又は変更の工事の

計画）において厳しく審査され、その結果を適切に

風力発電機の基礎設計・施工及び仕様に反映いたし

ます。 

騒音については、「風力発電施設から発生する騒

音に関する指針」（環境省、平成 29 年）に示される

指針値との整合性について評価を実施いたしまし

た。準備書 P540、541 に記載のとおり、いずれの地

点においても指針値を下回っております。また、施

設の稼働に伴う騒音の影響を低減するため、風力発

電機の点検・整備を適切に行い、性能の維持に努め

ます。なお、稼働後に問題が発生した場合には原因

を究明のうえ、適切に対応いたします。 

 

【評価書における対応方針】 

「第 10 章 10.1.1 3.騒音」へ評価書の諸元での予

測及び評価の結果を記載いたしました。いずれの地

点においても「風力発電施設から発生する騒音に関

する指針」（環境省、平成 29 年）に示される指針値

を下回っております。また、「第 10 章 10.3 事後調

査」に記載のとおり、準備書の住民説明会等におけ

る地元の皆様のご意見を踏まえ、騒音に関する事後

調査を実施いたします。稼働後に問題が発生した場

合には原因を究明のうえ、適切に対応いたします。 
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表 11.1-1(3) 準備書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

5 今回の風力発電設備を設置する区域には、降雨が

あった場合のために、その流下水を吸収するため、

施工工事中、その排水のために各発電機の設置区域

内に沈砂池を設置し、土砂等を沈降させながら自然

浸透させるとの記載が準備書にあるが(P45)、その

沈砂池等は、当然集中豪雨等が発生した場合の降雨

量も考慮に入れて設計されていると考えるが、その

排水の吸収能力は、どれほどの降雨量を想定して沈

砂池等を設計されているのか示してほしい。 

今回の風力発電設備を設置するために、対象事業

区域内の樹木を伐採することになるが、そのこと

は、森林の持つ洪水等を防止・軽減する力の低下に

つながらないか。森林があれば、通常の降雨なら急

に河川が増水することはない。しかし、伐採をして

その機能の一部を削減するのであれば、それに補う

施設・設備を設けるのが相当と考える。しかし、洪

水等非常の降雨量を想定した場合、今回設置する沈

砂池等のみでは足らないと思われるがどうか。 

また、この風力発電施設の設置自体が、例えば、

激しい集中豪雨等が発生した場合、山の下の国見町

の集落に向かって、地滑り、土石流等が起こる危険

性を増加させてしまう可能性はないのか。排水され

る場所とその流量、土質等についての調査はされた

のか。その点についての影響評価の数値はあるの

か。示して説明してほしい。 

国見町は、南北を険しい山に囲まれた峡谷の底を

流れる三本木川という河川に寄り添うように家屋が

点在する集落だが、今回の発電機の設置個所は、こ

の川の上流・源流付近に設置されるものが何基かあ

ると思われる。非常に激しい集中豪雨が発生した場

合、この施設の設置がこの河川の流量増加へどう影

響するのか、その因果関係の有無、河川の氾濫が起

きた場合の対応についてどのように考えているか示

してほしい。 

また、供用開始後の濁水対策として、管理道路の

横断側溝を設け、常時水流と離隔の取水場所から林

地に浸透させるとあるが、どれほどの降雨量を想定

しての設備設計か。その方法を採った場合の林地へ

の影響はどう考えているのか。 

本事業における造成工事に当たっては、各風車ヤ

ードに沈砂池を設置し、降雨時における土砂流出の

濁水の発生を抑制いたします。沈砂池の規模及び容

量については、今後も引き続き、福井県と協議のう

え、「福井県林地開発制度の手引き」に基づき適切

に設定いたします。また、準備書 P626に記載のとお

り、工事中の沈砂池からの排水は河川等の常時水流

に到達するまでに林地浸透すると予測しておりま

す。河川への影響については、「福井県林地開発制

度の手引き」に基づき 30 年確率の降雨量 84mm/時を

想定し、福井県と協議のうえ、適切に対応いたしま

す。 

また、保安林についても福井県と協議のうえ、本

事業により改変する保安林と同等の面積を改変区域

の周囲に「残置森林」として確保する計画としてお

ります。「残置森林」を保安林の機能を代替する施

設とみなすことにより、当該保安林の機能低下を防

止いたします。 

風車配置の検討に当たっては、現地踏査およびボ

ーリング調査により地盤を確認のうえ、法では指定

されていない地滑り跡地についても風車設置位置か

ら除外しております。そのうえで、風力発電施設の

設置に伴う造成が地滑りや土石流等を誘発しないよ

う、「福井県林地開発制度の手引き」に基づき設計

をいたします。 

上記に加え、風力発電施設の倒壊等についても、

電気事業法（昭和 39年法律第 170号）及び電気事業

法施行令（昭和 40 年政令第 206 号）の規定に基づ

き、風力発電所の工事計画（設置又は変更の工事の

計画）において厳しく審査され、その結果を適切に

風力発電機の基礎設計・施工及び風車仕様に反映い

たします。 

 

【評価書における対応方針】 

濁水対策について「第 2 章 2.2.6 8.工事中の排水

に関する事項」へ記載いたしました。 
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表 11.1-1(4) 準備書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

6 （仮称）国見風力発電事業に係る環境影響評価準備

書への意見書 

 

貴社が作成した（仮称）国見風力発電事業環境影

響評価準備書（以下、準備書という）に対し、環境

影響評価法第 18条の 1に基づき、鳥類保全の見地か

ら下記の通り意見を述べる。 

 

記 

(1) クマタカの生息環境の評価について 

貴社による希少猛禽類の調査結果では、対象事業

実施区域（以下、計画地という）の内外において

941 回（うち計画地内で 511 回）の確認があり、調

査範囲内には 6 ペアの生息を確認し、計画地内にお

いても複数例の生息確認があったとしている。 

この結果は、計画地およびその周辺はクマタカに

とって優れた生息環境を有していることを示してい

る。したがって、以下に示すような配慮を行なうこ

とを求める。 

 

① 「影響予測」の項(P1033) 

・「営巣地が風力発電機設置位置から近いことか

ら、繁殖に対する影響が考えられるため、...本

種への影響の低減に努めた。」とあるが、具体的

方策を明記していない。クマタカの繁殖を阻害し

ないためには、営巣地と風力発電機（以下、風車

という）の設置位置との距離を少なくとも 1.5km

以上離す必要があると考えるが、それが不可能な

場合は、その風車の設置を取り止めることを求め

る。 

・「改変区域周辺に生息している個体が逃避する可

能性が考えられる。」と明記しつつ、「工事に当た

っては、低騒音型の建設機械を使用することに加

え、緊急時以外の警音器（クラクション）は嗚ら

さないように...。なお、工事前から工事中にか

けては、繁殖状況を確認するモニタリング調査を

実施し、繁殖への影響が出ないような工事の進め

方をその都度検討する。」とある。ここに記され

ているようなモニタリング調査を実施していくこ

とは大切であるが、クマタカが繁殖活動を中断し

たり、営巣放棄が発生してからでは遅いため、繁

殖期には工事を一切行わないことを求める。 

・「全確認個体数の約半数が計画地内において確認

されている。採餌場所等への移動経路の遮断・阻

害が生じる。...配置計画を見直し、...営巣中心

域には風力発電機を設置しないこととし、．．．こ

の予測には不確実性が伴う。」としている。これ

だけ多くのクマタカの生息が確認されている当計

画地において、営巣中心域だけを外して風車を設

置するのではなく、少なくとも「高度利用域」を

外して風力発電機を設置することを求める。 

・ブレード等への接触、つまり「バードストライ

ク」の確率を「環境省モデル」と「由井モデル」

で算出しているが、風車 No.5 と No.9 で高い数値

となった。準備書は「この予測結果には不確実性

が伴う」と明記している。予測結果が事業実施に

不都合であるから不確実性が伴うとして無視する

ことは科学的合理性を欠く。少なくとも衝突確率

 

 

 

繁殖に影響を与える範囲としては、営巣中心域及

び幼鳥の行動範囲であると認識しております。本事

業では、営巣中心域を配慮したうえで、風力発電機

の配置を検討いたしました。 

準備書 P1445 に記載のとおり、希少猛禽類（クマ

タカ）の生息状況調査として、工事実施前から工事

中にかけては、繁殖状況を確認するモニタリング調

査を実施いたします。また、工事実施前に繁殖成功

を確認した場合には、繁殖への影響が出ないよう、

周辺の伐採を回避する等の工事の進め方をその都度

検討いたします。 

生息地保全の観点から非公開としておりますが、

クマタカの内部構造解析を実施し、行動圏からの改

変に対する影響を予測いたしました。その結果、方

法書段階の配置計画を見直し、営巣中心域及び幼鳥

行動範囲を避ける計画としたことから、行動圏に対

する影響は小さいものと予測いたしました。 

なお、施設の稼働において、年間予測衝突数を予

測いたしましたが、風力発電機が建設される前の飛

翔状況での予測をしているため、不確実性が伴うと

考えております。そのため、事後調査としてバード

ストライク調査（死骸調査）を実施いたします。そ

のうえで、バードストライクが発生した場合には、

専門家の助言や指導を得て、状況に応じた対応を検

討いたします。 

 

【評価書における対応方針】 

クマタカの行動圏解析については、大臣勧告を受

け再解析し「第 10 章 10.1.4 動物」へ記載いたしま

した。 

事後調査については、「第 10 章 10.3 事後調査」

へ記載いたしました。 
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が高く予測された No.5 と No.9 の風車の設置の取

り止めを求める。 

・バードストライクの確率を風車 1 基ごとに算出し

ているが、計画地に設置予定の風車全体、または

クマタカの推定行動圏内にある風車全体がそれぞ

れの個体に及ぼす影響を再度、評価することを求

める。 

7 ② 工事期間中および風力発電機稼働後のモニタリ

ング調査の実施 

・工事期間中の車両通行や建設重機が発する音や振

動による影響を丁寧に調査し、希少猛禽類を始め

とする鳥類の繁殖行動等に影響を及ぼしている事

実を確認した場合、すぐに工事を中断する組織体

制を構築しておくことを求める。また、風車稼働

後のバードストライクや鳥類の繁殖行動等の変化

を正確に把握するために事後調査の組織体制も構

築しておくことを求める。 

・事後調査は死骸調査に加え、鳥類相の変化を把握

するための調査や空間飛翔調査も計画地およびそ

の周辺で行うことを求める。 

 

 

準備書 P1445 に記載のとおり、工事実施前に繁殖

成功を確認した場合には、繁殖への影響が出ないよ

う、周辺の伐採を回避する等の工事の進め方をその

都度検討いたします。ご指摘のとおり、今後、連絡

体制については、適切に構築し、調査を実施いたし

ます。また、稼働後についても、連絡体制は事前に

構築する予定です。 

稼働後の調査では、バードストライク調査（死骸

調査）に加え、希少猛禽類（クマタカ）の生息状況

調査を実施いたします。希少猛禽類を対象とした定

点配置としておりますが、その際に確認した鳥類に

関しても記録を行います。 

 

【評価書における対応方針】 

事後調査については、「第 10 章 10.3 事後調査」

へ記載いたしました。 

8 (2) サシバの生息環境の評価について 

貴社による希少猛禽類の調査結果では、計画地の

内外においてのべ 257 個体（うち計画地内で 126 個

体）の確認があり、計画地及びその周囲で 8 ペアの

生息を推定している。 

この結果、計画地およびその周辺はサシバにとっ

て優れた生息環境を有していることを示している。

したがって、以下に示すような配慮を行なうことを

求める。 

 

① 「影響予測」の項(P1027) 

・「計画地の近傍において営巣地を確認しているこ

とから、工事関係車両等の通行により生息環境へ

の影響が懸念される」としている。「近傍」が実

際どれくらいの距離かは不明であるが、工事車両

等の通行が影響を与えると予測する距離であるな

ら、サシバが計画地および周辺に渡ってきた時期

から巣立ち時期までの工事を控えることを求め

る。 

・「全確認個体数の約半数が計画地において確認さ

れている。」としながら、「改変は風力発電機の設

置箇所及び管理道に限定されることから、移動経

路の遮断・阻害に係る影響は小さいものと予測す

る」としている。これは風車が設置され、13 基が

連続して並んだ状態での「移動経路の遮断・阻害

に係る影響」を予測していない。全体の風車設置

後に生じる「移動経路の遮断・阻害に係る影響」

を予測することを求める。 

・「現地調査において稜線部での確認が少なかった

ことから、ブレード等への接触の可能性は低いも

のと予測する。しかしながら、本種の衡突に関す

る予測は不確実性を伴っている」としている。

「確認状況及び主な生息環境」の項で「計画地の

高度 M（明らかにブレード回転域内）の飛翔は全

調査期間を通じて 99回であった」としていること

 

準備書 P1027 に記載のとおり、工事実施前の繁殖

初期となる 4 月には繁殖状況を事前に確認する予定

です。また、繁殖を確認した場合は、モニタリング

調査を実施し、繁殖への影響が示唆された場合に

は、工事車両の走行を一時中断する等の追加的な配

慮を行います。 

現地調査時の猛禽類調査において確認したサシバ

は、準備書 P1028～1032 に年間予測衝突数としてお

示ししたとおり、ブレード回転域に該当する高度 M

は、風力発電機に該当するメッシュ以外の場所にお

ける確認でした。準備書 P904には、生息地保全の観

点から確認状況をお示ししておりませんが、低地や

水田等の開けた環境での確認でした。移動経路の遮

断・阻害に係る影響としては、主な飛翔状況からも

影響は小さいものと予測いたしました。なお、ブレ

ード等への接触の可能性については、稜線部での確

認が少なく、年間予測衝突数の算出値は小さいもの

でした。しかしながら、バードストライクの予測に

は不確実性が伴うと考えているため、準備書 P1444

に記載のとおり、バードストライク調査（死骸調

査）を実施いたします。そのうえで、バードストラ

イクが発生した場合には、専門家の助言や指導を得

て、状況に応じた対応を検討いたします。 

 

【評価書における対応方針】 

影響予測については、「第 10 章 10.1.4 動物」へ

記載いたしました。 

事後調査については、「第 10 章 10.3 事後調査」

へ記載いたしました。 
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からも、風車設置後にバードストライクが発生す

る可能性が高い。 

9 ② 工事期間中および風車稼働後のモニタリング調

査の実施 

・工事期間中の車両通行や建設重機が発する音や振

動による影響を丁寧に調査し、希少猛禽類を始め

とする鳥類の繁殖行動等に影響を及ぼしている事

実を確認した場合、すぐに工事を中断する組織体

制を構築しておくことを求める。また、風車稼働

後のバードストライクや鳥類の繁殖行動等の変化

を正確に把握するために事後調査の組織体制も構

築しておくことを求める。 

・事後調査は死骸調査に加え、鳥類相の変化を把握

するための調査や空間飛翔調査も計画地およびそ

の周辺で行うことを求める。 

 

 

準備書 P1445 に記載のとおり、工事中及び稼働後

の調査については、事後調査計画としてお示しして

おります。ご指摘のとおり、今後、連絡体制につい

ては、適切に構築し調査を実施いたします。また、

稼働後についても、連絡体制は事前に構築する予定

です。 

稼働後の調査では、バードストライク調査（死骸

調査）に加え、希少猛禽類（クマタカ）の生息状況

調査を実施いたします。希少猛禽類を対象とした定

点配置としておりますが、その際に確認した鳥類に

関しても記録を行います。 

 

【評価書における対応方針】 

事後調査については、「第 10 章 10.3 事後調査」

へ記載いたしました。 

10 (3) 渡り鳥の調査結果の評価について(P895,919～

924) 

① 猛禽類 

【令和 2 年秋季】 

ミサゴ、ハチクマ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、

サシバ、ノスリ、チョウゲンボウ、チゴハヤブサ及

びハヤブサの計 10種 128個体の渡りを確認し、その

うち計画地を 10 種 74 個体が通過し、内 58 個体は高

度 M を通過したとしている。つまり、渡りの猛禽類

の 78.4％がブレードの回転域と同じ高度を通過した

ことになる。 

 

【令和 3 年春季】 

ツミ、ハイタカ、サシバ、ノスリの計 4種 21個体

の渡りを確認し、その全てが計画地を通過し、内 17

個体は高度 M を通過したとしている。つまり、渡り

の猛禽類の 81.0％がブレードの回転域と同じ高度を

通過したことになる。 

 

【令和 2 年秋季・移動経路（渡りのルート）】 

多くが北東方向から南南西方向に渡っている。特

に風車 No.4、6、7、12、13そのものやその近くを多

く通過している。 

上記のことから、 

・多くがブレードの回転域と重なって飛行すること

が明らかになったので、ブレードヘの衝突を防ぐ

ために、風車稼働後は、猛禽類の渡りの最盛期に

ブレードの回転を止めることを求める。 

•このような猛禽類の渡り個体の移動経路の位置を

より明確なものにするために、追加調査を行うこ

とを求める。 

 

 

秋季の渡り鳥の移動経路に係る予測については、

不確実性が伴うと考えております。よって、秋季の

渡り鳥の移動経路を把握するため、準備書 P1446 に

記載のとおり、事後調査として、レーダー調査を実

施いたします。その結果を踏まえ、環境影響の程度

が著しいことが明らかとなった場合は、専門家の助

言や指導を得て、状況に応じてさらなる効果的な環

境保全措置を講じます。 

 

【評価書における対応方針】 

事後調査については、「第 10 章 10.3 事後調査」

へ記載いたしました。 

 

11 ② 一般鳥類 

【令和 2 年秋季】 

確認個体数は 12,091羽で、計画地内での確認個体

数は 8,586 羽であり、そのうち高度 M を通過したの

は 71.5％に当たる 6,173 羽としている。また、「秋

季調査結果から計画地の北側及び南側の一部が、一

般鳥類の渡りルートになっていると推察する」とし

ている。 

そのため、多くの一般鳥類の渡りルートと重なる

風車 No.1、2、9、10、12は渡りの最盛期にブレード

 

秋季の渡り鳥の移動経路に係る予測については、

不確実性が伴うと考えております。よって、秋季の

渡り鳥の移動経路を把握するため、準備書 P1446 に

記載のとおり、事後調査として、レーダー調査を実

施いたします。その結果を踏まえ、環境影響の程度

が著しいことが明らかとなった場合は、専門家の助

言や指導を得て、状況に応じてさらなる効果的な環

境保全措置を講じます。 
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の回転を止めることを求める。または、これらの設

置を取り止めることを求める。 

【評価書における対応方針】 

事後調査については、「第 10 章 10.3 事後調査」

へ記載いたしました。 

12 (4) 事後調査計画(10.3-3 P1445) 

希少猛禽類（クマタカ）＜調査地点＞の工事中及

び稼働後について、「風力発電機の近隣に生息を確

認しているクマタカの既存ペアが観察できる 2 地点

程度・・」と記述されているが、クマタカは 6 ペア

が観察され、そのうち 3 ペアの繁殖が確認されてい

る。 

今後は別のペアが繁殖する可能性もあることか

ら、全体を見渡せる 6 地点で調査することを求め

る。 

 

事後調査では、工事による繁殖への影響につい

て、回避及び低減することを目的とした調査を実施

いたします。工事による打設音等が影響を及ぼす可

能性を加味し、近隣に生息を確認しているクマタカ

の既存ペアを対象といたしました。 

 

【評価書における対応方針】 

事後調査については、「第 10 章 10.3 事後調査」

へ記載いたしました。 

13 (5)累積的影響評価について 

方法書に対する福井県知事の意見に、「準備書に

バードストライク等について累積的な影響を評価

し、その回避または低減の方法を具体的に示すこ

と」とあるが、「今後、他事業者との調整状況を踏

まえ、実施する予定...本事業は先行事業者であ

り、他事業者との計画の熟度が異なるため、その結

果は非公開資料として示す」として、示されていな

い。 

そのため、他事業者と協議の場を設け、累積的影

響評価を誠実に履行し、バードストライク等の回避

および低減の方法を具体的に示し、県知事はじめ広

く識者が判断できるように一般公開すべきである。 

 

本事業は先行事業者であり、他事業者との計画の

熟度が異なることから、実際の事業計画と異なる可

能性が高く、地元の混乱を招くことが懸念されま

す。なお、他事業者とも引き続き協議を実施し、情

報共有を行います。関係機関とも協議のうえ、審査

における非公開資料として提出いたします。 
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11.2 準備書についての県知事の意見及び事業者の見解 

準備書に対する福井県知事意見及び事業者の見解は、表 11.2-1 のとおりである。 

 

表 11.2-1 準備書に対する福井県知事意見と事業者の見解 

福井県知事の意見 事業者の対応 

（仮称）国見風力発電事業の事業実施区域およびその

周辺は、全国的に重要な渡りの経路となっている丹生山

地の北部に位置し、多様な鳥類の大規模な渡りが確認さ

れるとともに、国内希少野生動植物種に指定されている

クマタカの営巣、繁殖が複数確認されている自然環境が

豊かな地域である。また、複数の場所に地すべり地形が

存在し、平成16年7月および令和3年7月の集中豪雨では

土砂崩れ等の被害が発生しており、土砂の流出や土砂災

害の発生が懸念される地域でもある。さらに、同地域で

は他事業者による風力発電事業も計画されている。 

本事業計画は、こうした地域において、バードストラ

イクによる影響が課題となっている風力発電機が最大13

基配置され、その設置時には樹木の伐採や土地の造成、

土捨場の設置が予定されている。 

こうした地域特性および事業特性を考慮し、環境影響

評価を適正に実施し、環境の保全に万全を期すことが重

要である。 

しかしながら、本環境影響評価準備書（以下、「準備

書」という。）においては、クマタカの衝突確率は高く

、また渡り鳥の衝突確率は春の渡り調査が十分でなく過

少となっている可能性があるにも関わらず、バードスト

ライクを回避または低減するための環境保全措置を十分

に講じることなく、事後調査の結果に応じて措置を検討

するにとどめている。また、土地の造成として約14万立

方メートルを盛土するとともに、全量の４分の１にあた

る約4.4万立方メートルの残土を区域内の谷部等で処分

するとしている。 

このことから、以下の事項に十分配慮し、事業計画等

を見直した上で、事業を適切に実施する必要がある。 

さらに、バードストライクの影響については、長期的

な調査を行い、その知見を集積、公開し、環境に配慮し

た風力発電事業の導入の促進に資するよう取り組むこと

が重要である。 

地域特性及び事業特性を考慮し、環境影響評価を適正

に実施し、以下の事項に十分配慮し、事業計画等を見直

した上で、事業を適切に実施いたします。 

さらに、バードストライクの影響については、事後調

査を行いその内容については、生息地及び生育地保護の

観点を考慮した上で適切に公開し、環境に配慮した風力

発電事業の導入の促進に資するよう取り組みます。 

Ⅰ 事業計画 

１ 風力発電機の配置 

クマタカの営巣中心域および別ペアに対する排他的行

動（以下、「相互作用の飛翔」という。）が確認されてい

る高利用域の境界においては、バードストライクが発生

する可能性が高く、生息に重大な影響を及ぼすおそれが

あるため、これらの場所は風力発電機の設置を避ける必

要がある。 

一方、一部のペアの営巣地が確認されていないこと、

また対象事業実施区域の西側は、飛翔が見られるその周

辺地域と連続した同様の森林環境にあり、採餌環境の好

適性が大きいにも関わらず飛翔が記録されておらず、観

察時間が不十分であると推定されることから、準備書に

おける行動圏の内部構造の解析は、不確実性が非常に高

く、安全側に広く設定する必要がある。 

このため、環境影響評価書（以下、「評価書」という

 

 

準備書に対する意見を踏まえ、追加調査並びに行動圏

を再解析いたしました。追加調査では、「クマタカ生息

状況調査」、「クマタカ営巣地確認調査」及び「クマタカ

繁殖確認調査」を実施いたしました。なお、追加調査に

おいて営巣地の特定に至りませんでした。また、現地調

査時より飛翔状況が変化しており、より対象事業実施区

域から離れた場所で飛翔を確認いたしました。これらの

追加調査の結果を踏まえ、専門家による現地踏査の上、

解析についてご指導いただきながら、内部構造の再解析

を実施いたしました。再解析した結果については、複数

名の専門家に対しヒアリングを実施いたしました。 

 

再解析に当たり再設定した条件は以下のとおりです。 

①営巣地が特定できていないペアについては、専門家に
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。）までに追加調査等を行い、専門家（当該地域の知見

を有する者を含む複数名とすること。以下、鳥類に係る

聴取に同じ。）の意見を踏まえて行動圏を精査した上で

、風力発電機の配置について検証を行うこと。 

特に、ＷＴ９については、営巣地の近傍にあり営巣中

心域にないとする合理的な根拠が示されていないことか

ら、設置を取りやめること。ＷＴ５およびＷＴ６につい

ては、営巣地が特定されていないペアの相互作用の飛翔

が頻繁に確認されていること、ＷＴ５およびＷＴ10につ

いては、営巣中心域に位置する可能性が否定できないこ

とから、設置の取りやめも含め配置を見直すこと。 

なお、追加調査等により、新たに相互作用の飛翔が確

認された風力発電機、営巣中心域や高利用域の境界に位

置する可能性が高いと判断された風力発電機についても

、同等の措置を講じること。 

よる「推定した営巣地範囲」を下に内部構造解析を行

った。 

②専門家による現地踏査の結果、現地調査を実施した範囲

外にも生息適地が存在することが示唆されたため、内部

構造解析を現地調査の範囲外にも拡大して行った。 

③                          

   集落を越えて飛翔する可能性があるとの専門家

のご助言を踏まえ、営巣適地（営巣中心域）となる環

境に含め検討した。 

④「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（平成24年、環境省

）に記載される高利用域の目安（面積（半径1.5㎞））

を参考とした。 

 

追加調査結果並びに再設定した条件を踏まえた再解析

の結果は以下のとおりです。 

①専門家の助言を踏まえ、高利用域及び高利用域内好適

採食地を解析により算出した。 

②高利用域の面積が広域となった。 

③営巣地が特定できなかったペアの「推定した営巣中心

域」は対象事業実施区域外であった。 

 

再解析の結果より、以下の対応といたしました。 

①WT9 

                         

                         

ご意見を踏まえ設置を取りやめました。 

②WT5 

推定した営巣中心域外に位置しているものの、クマタ

カへの影響を低減するとともに、新設道路の設置を見

直し、既存道路を極力活用することにより、土量を低

減できるよう、設置位置を移動いたしました。 

③WT6 

推定した営巣中心域外に位置することを確認できたこ

とから、設置位置の変更はいたしませんでした。なお

、事前の対応として視認性を高めるため目玉マークを

付けることといたしました。 

④WT10 

営巣中心域外に位置することを確認できたことから、

設置位置の変更はいたしませんでした。なお、事前の

対応として視認性を高めるため目玉マークを付けるこ

とといたしました。 

 

相互作用について以下のとおり整理いたしました。 

①WT5、WT6周辺では、希少猛禽類調査では    の誇

示行動が見られておりました。 

②WT5周辺は、内部構造の再解析の結果、     ．

と    の推定した高利用域の境界部に位置いたし

ました。WT6周辺は、内部構造の再解析の結果、     

    の推定した高利用域に位置いたしました。 

③追加調査では、      の飛翔確認がなかったた

め、    の高利用域が広がる可能性があると推測

いたしました。 

④      の推定した高利用域内で、追加調査では

浮浪個体の飛翔を確認いたしました。今後、浮浪個体

がペア形成し定着するかは不明ではあるものの、    
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  が相互作用とする誇示行動や攻撃を行う可能性が

あると推測いたしました。 

 

整理した結果、環境保全措置及び事後調査を検討いた

しました。 

・WT5については、クマタカへの影響を低減するととも

に、新設道路の設置を見直し、既存道路を極力活用す

ることにより、土量を低減できるよう、設置位置を移

動いたしました。 

・WT6については、バードストライクのリスクを踏まえ

、稼働前から、目玉マークを付けることにより、視認

性をあげる措置を講じることといたしました。 

・      の高利用域に対しても、高利用域内の伐

採時期を7月以降に限定する措置を講じることといた

しました。 

・事後調査の対象として、WT6周辺の飛翔状況について

確認を行うことといたしました。 

・事後調査の結果、WT6はバードストライクのリスクが

高いと判断される場合には、専門家等からの助言も踏

まえながら、追加的な環境保全措置（例えば、相互作

用の飛翔がよく確認される時期の稼働調整、ビデオカ

メラ監視によりクマタカが近接した場合に停止させる

あるいはブレード回転を抑止する措置等）を検討し、

実施いたします。 

 

対象事業実施区域の西側の観察時間について 

①現地調査における対応 

現地調査においては広範囲の視野を確保できる定点と

対象事業実施区域内の移動観察と連携することにより

、出現場所の精度を担保できるよう努めました。その

結果、対象事業実施区域の西側においても、鳥類の飛

翔を記録いたしました。 

対象事業実施区域はクマタカのつがいの境界となる尾

根が存在しておりますが、それより西側は森林環境で

はあるもののクマタカの好む地形や森林条件とは異な

る環境も存在し、実際に他の猛禽類の生息も観察でき

ております。専門家より、「クマタカは尾根や稜線を

テリトリーの境界にするので尾根や稜線を超えて行き

来することはあまり考えられない。調査結果でも、そ

のことがはっきりと示されているのではないだろうか

。」とのご意見をいただきました。 

②内部構造の再解析の結果 

クマタカの高利用域等、行動圏の内部構造の推定に当

たっては、飛翔等の結果のみならず、クマタカの生態

（林内も含めて飛翔すること等）も踏まえ、猛禽類保

護の進め方（改訂版）で示されている推定の手順や目

安の面積等も鑑み、設定を行っております。対象事業

実施区域の西側についても飛翔状況のみならず、植生

、地形、標高の他、専門家による解析の指導を受けク

マタカの内部構造を再解析し、高利用域及び高利用域

内好適採食地に該当しない結果となりました。利用頻

度が高い場所が高利用域になると認識しておりますが

、再解析により高利用域に該当しないということから

、飛翔の確認についても少なかったと考えております

。複数の専門家により、内部構造再解析結果を確認い
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ただき、解析手法及び抽出条件等について、問題ない

ことを確認いたしました。 

 

なお、複数の専門家より内部構造解析について問題な

いことを確認いただきましたが、営巣するに当たり行動

圏の面積を考慮すると妥当とするペア数より多いとのご

指摘があり、現地調査時から営巣地等が変化している可

能性も考えられることから、事後調査において工事前に

幼鳥の成長に影響を与えない時期を考慮しながら、営巣

地周辺を踏査により繁殖の有無について確認するととも

に、営巣木が特定できていないペアの場所の特定に努め

ます。 

２ 盛土等 

近年、記録的短時間大雨情報発表が全国的に頻発して

おり、造成区域、特に盛土部は、こうした降雨による土

砂の流出や土砂災害の発生する可能性が高くなることか

ら、その防止に万全を期す必要がある。 

このため、風車ヤード、取付道路および土捨場につい

て、位置、規模、構造等の詳細設計に当たっては、盛土

の範囲をできる限り削減すること。また、既存林道のさ

らなる活用を図ることにより、切土、掘削の土量を削減

すること。 

 

WT5について、道路の新設を避け、二枚田幹線林道を

極力利用する計画へ見直し、風力発電機の位置をWT1の

西側へ移動することにより、改変面積及び土量を低減い

たしました。また、WT13について、極力二枚田幹線林道

へ近づけ、風力発電機へアクセスする新設道路の距離を

短くすることで改変面積及び土量を低減いたしました。

併せて、福井県との林地開発許可申請手続きにおいて、

災害防止の観点から、対象事業実施区域内の土捨場計画

を見直し、残土を極力場外搬出する方向で協議をした結

果、土捨場を廃止し、残土については場外の残土処分場

に運搬し適切に処理する計画といたしました。これらの

結果を「第10章 10.2.2 環境保全措置の検討の経過及び

結果」へ記載いたしました。 

３ 事業計画見直し・詳細設計における適切な環境影響

評価の実施 

今後の事業計画の見直しおよび詳細設計においては、

国定公園、希少猛禽類の営巣中心域や希少な植物の生育

地、水辺等の動植物の生息・生育にとって重要な区域の

改変は回避すること。 

また、風力発電機の位置の変更を見据え、準備書では

対象事業実施区域の範囲を改変区域の面積の約35倍に設

定しているが、動物相および植物相の現調査の範囲は改

変区域およびその周囲に限られている。このため、風車

ヤードや取付道路の変更に伴う事業計画の見直しにより

新たに改変区域となる場所については、改変する位置お

よび規模等に応じて、追加の調査を実施した上で、予測

および評価を行い、その結果を踏まえ、適切な環境保全

措置を講じること。 

なお、その検討の過程において、複数案の比較検討、

それぞれの環境要素の総合的な評価を行い、妥当性を検

証すること。 

 

 

国定公園と重複するエリアについては対象事業実施

区域から除外いたしました。 

事業計画の見直しにより、希少猛禽類の営巣中心域

や希少な植物の生育地、水辺等の動植物の生息・生育

にとって重要な区域の改変は極力回避又は低減いたし

ました。 

また、準備書における対象事業実施区域は今後の事

業計画の検討並びに準備書における審査の内容を踏ま

え、改変区域が変更となる可能性があることも想定し

て設定いたしました。なお、現地調査は改変区域及び

その周囲のみならず、動物及び植物については方法書

で設定した対象事業実施区域から300mの範囲内を適切

に調査いたしました。評価書において事業計画を変更

したことを踏まえ、再度変更後の諸元にて予測及び評

価し、その結果を踏まえて適切な環境保全措置を講じ

ます。 

準備書以降の事業計画の検討過程において、環境要

素毎の検討並びに総合的な評価を行い、妥当性を検証

いたしました。これらの結果を「第10章 10.2.2環境保

全措置の検討の経過及び結果」へ記載いたしました。 

４ 累積的な影響 

対象事業実施区域およびその周辺において、複数の他

事業者による風力発電事業が計画されていることから、

他事業との累積的な環境影響が生じるおそれがある。 

このため、事業計画や環境影響評価の結果について、

事業者間での積極的な情報共有を行い、次のとおり措置

 

周辺事業者であるSBエナジー株式会社、東京ガス株式

会社の各社と弊社で個別に話し合いを実施しております

。3社間NDAを締結いたしましたので、今後は3社が一同

に会して話し合いを実施し、事業計画や環境影響評価の

結果について積極的な情報共有を行います。 
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を講じること。 

(1) 騒音および振動 

工事用資材等の搬出入に伴う道路沿道の影響を低減す

るため、他事業者と工事関係車両の走行ルート、工事の

工程や内容について情報共有し、工事時期の調整などの

措置を講じること。 

 

対象事業実施区域及びその周囲の他事業者と工事関係

車両の走行ルート及び工事工程を含む工事内容について

情報を共有しております。今後も引き続き、工事用資材

等の搬出入に伴う道路沿道の影響を低減できるよう環境

保全措置を検討いたします。 

(2) 渡り鳥 

渡り鳥への影響を低減するため、他事業者および当該

地域の鳥類に関する知見を有する専門家等で構成する検

討会を設置し、稼働制限や事後調査等を他事業者と共同

して実施すること。 

その実施状況については、県等の関係機関に報告する

こと。また、これらの結果はできる限り公開し、透明性

を確保すること。 

 

鳥類に関する知見を有する専門家への意見聴取を行い

、最新の知見の収集に努めます。なお、他事業者の計画

熟度及び進捗状況により、検討会を設置することを検討

いたします。検討会を設置した場合は、実施状況を関係

機関等に報告し、透明性を確保いたします。 

Ⅱ 個別事項 

１ 騒音・風車の影 

対象事業実施区域の周辺は、集落が点在する静穏な地

域であることから、風力発電機は住居からの離隔を十分

確保するよう配慮すること。 

特に、風車の影については、事後調査を実施し、必要

に応じて、稼働制限等の措置を講じること。 

 

 

騒音については、『施設の稼働に伴う将来の等価騒音

レベルは、いずれの季節においてもすべての地点で「

風力発電施設から発生する騒音に関する指針」（環境省

、平成29年）に示される「指針値」以下であると予測

する。以上のことから、環境保全の基準等との整合が

図られているものと評価する。』としております。しか

しながら、準備書の住民説明会等における地元の皆様

のご意見を踏まえ、騒音に関する事後調査を実施いた

します。 

なお、風車の影については、準備書以降において風

力発電機の配置を検討し、WT9の設置を取りやめた結果

、「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」

で示されているガイドラインの指針値のうち、実際の

気象条件を考慮する場において指針値を超過する住居

は0戸でした。このことから、事後調査を実施しないこ

とといたしました。なお、万が一、稼働後に風車の影

が気になる場合には迅速に対応できるよう、住民の方

々へのご説明、「二枚田幹線風力発電検討協議会」等を

通じた連絡体制の構築を検討いたします。 

２ 水環境 

濁水が河川等に流出しないよう、集水排水管理を徹底

するとともに、沈砂池については、定期的に排出先の状

況の確認を行うとともに、適切な管理を行うこと。 

また、残土を仮置きする場合には、仮置場等からの濁

水の流出についても考慮すること。 

 

濁水が河川等に流出しないよう、集水排水管理を徹底

するとともに、沈砂池については、定期的に排出先の状

況を確認し、適切に管理いたします。「第2章 2.2.6 8.

工事中の排水に関する事項」へ沈砂池の点検について記

載いたしました。 

また、残土の仮置場を設ける場合には、濁水の流出に

ついても考慮いたします。 

３ 動物・植物・生態系 

(1) コウモリ類 

テングコウモリおよびヒナコウモリ類については、事

後調査を適切に行い、バットストライク等の重大な影響

が認められた場合には、専門家の意見を踏まえ、適切な

環境保全措置を講じること。 

 

 

テングコウモリ及びヒナコウモリ類を含め、事後調査

を適切に行い、バットストライク等の重大な影響が認め

られた場合には、専門家の意見を踏まえ、適切な環境保

全措置を講じます。 
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(2) 渡り鳥 

サシバやハチクマをはじめ多様な鳥類の大規模な渡り

が確認され、渡り鳥のバードストライクが予測されてい

ることから、専門家の意見を踏まえ、主要な渡りの時期

、時間帯に稼働制限を行い、渡り鳥への影響を回避また

は極力低減すること。 

なお、稼働制限の期間等を調整する場合には、供用後

の調査に基づき、専門家の意見またはⅠの４の(2)によ

り設置した検討会の検討結果を踏まえること。 

 

渡り鳥への影響を考慮し、以下の環境保全措置を講じ

ます。 

①工事中（目玉マークの貼付） 

秋季渡り鳥の年間予測衝突数に算出結果から、対象事

業実施区域北西に位置するWT5の風力発電機について

は、稼働前より目玉マークを付けることにより、視認

性を高める措置を実施いたします。 

②試運転中（監視員の配置） 

WT5は秋季の渡り時期である9～11月を含む令和7年9～

12月までの期間について、1名の監視員を配置し、建

設中及び試運転中の風車に対する回避行動が見られる

かを確認、見られない場合は試運転や建設の一時中止

する等の措置を講じた上で稼働制限の必要性の有無に

ついて検討いたします。なお、監視員の配置場所につ

いては、工事の状況及び対象とする飛翔状況等の状況

に応じて選定をいたします。 

監視の結果、風力発電機を回避する行動が見られず、

設置前と同様の空域を飛翔する様子を頻繁に確認した

場合には、同様の監視をWT10以外の風力発電機にも適

用することといたします。一方、風力発電機を回避す

る行動が見られた場合には、本運転（稼働後）以降は

準備書に記載した事後調査での確認といたします。 

③稼働後 

WT1～WT5付近、並びにWT10～WT12付近の2か所におい

て、令和7年秋季、令和8年秋季において、船舶レーダ

ーを設置し、鳥類の飛翔を監視いたします。その上

で、昼間には目視による観察も行い、夜間についても

船舶レーダーによる監視を継続し、昼間と同様の接近

するようなデータを確認した場合にはブレード回転の

一時停止する等の措置を講じます。なお、運転開始後

1年目までを対象に行いますが、渡り鳥が風力発電機

に対して回避するような飛翔経路となっていない場合

においては、専門家の助言を得ながら2年目は新たな

保全措置並びに調査内容についても見直す等の検討を

いたします。 

(3) 希少猛禽類 

対象事業実施区域の近傍に生息しているクマタカ、ハ

ヤブサおよびサシバについては、工事の実施に伴う影響

をできる限り低減するため、専門家の意見を踏まえ、営

巣期の工事を避けるなど適切な措置を講じること。 

特に、改変区域近傍に生息しているクマタカおよびハ

ヤブサについては、工事着手前から繁殖等の状況につい

て調査を行い、工事前および工事中の調査結果に応じ、

工事の一時中止等、必要な措置を講じること。 

 

対象事業実施区域の近傍に生息しているクマタカ、ハ

ヤブサ及びサシバについては、繁殖の状況や営巣状況を

踏まえ、適切な措置を検討いたします。 

特に、改変区域近傍に生息しているクマタカ及びハヤ

ブサについては、工事前から繁殖等の状況について調査

を行い、調査結果に応じて、必要な措置を講じます。 

・クマタカの高利用域内における樹木の伐採時期 

内部構造の再解析により、風車ヤードが高利用域に該

当する結果となりました。この結果を踏まえ、環境保

全措置として「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境

省、平成24年）に基づき、クマタカの営巣期（1～6月

）には樹木の伐採を行わない工事計画といたします。 

(4) 植物相 

改変区域内で生育が確認されているアシウテンナンシ

ョウ、エビネおよびヒゴスミレについては、風車ヤード

および取付道路等の位置、規模、構造等の詳細設計に当

たって、生育地をできる限り回避すること。特に、ヒゴ

 

事業計画及び設置基数の見直しを実施いたしました。 

・新たに影響が生じることとなった種 

WT13を移動したことにより、             

      いたします。当該個体については移植い
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スミレ群落に配慮すること。 

また、代償措置として移植する場合には、生育数が減

少しないよう、個別の種の生育状況を十分把握するとと

もに、類似事例を収集した上で、専門家の意見を踏まえ

、適切に行うこと。 

たします。 

・影響が回避された種 

WT13を移動したことにより、            

        いたしました。また、WT5を移動し

たことにより、                   

いたしました。 

改変区域内に生育を確認した種については、代償措置

として移植を実施いたします。なお、移植に際しては、

類似事例を収集し、専門家の意見を踏まえ適切に行いま

す。事後調査については「第10章 10.3事後調査」へ記

載いたしました。 

(5) 生態系 

生態系の予測においては、現地に生息する個体の生息

状況を適切に反映していないこと、解析上の誤りが複数

認められることから、再度予測を行うこと。また、その

結果を踏まえて、営巣適地や好適採餌環境の改変が低減

されるよう、十分配慮すること。 

法面の緑化に当たっては、在来種を基本とし、現地の

植物相に近い種を採用すること。 

なお、シカの食害を受けにくい種を用いる場合には、

専門家の意見を踏まえ、本地域の生態系に影響が生じな

いよう配慮すること。 

また、工事に伴い外来種の持ち込みをできる限り低減

できるよう、工事関係車両のタイヤの洗浄など、適切な

措置を講じること。 

 

クマタカ営巣適地の推定に当たっては、準備書審査に

おけるご意見を踏まえ、標高のデータ取得方法を修正い

たしました。 

準備書：「クマタカ・その保護管理の考え方」（クマタ

カ生態研究グループ、平成12年）に基づき標

高0.1～327.7mといたしました。 

評価書：現地調査において確認した営巣地の最高標高

363.65mを上限といたしました。 

また、植生の重みづけについても審査での意見を踏ま

え修正いたしました。 

再解析の結果、準備書及び評価書での予測において、

事業実施による影響の及ばない好適な環境が周囲に分布

していることから、生息環境は維持されると推測いたし

ました。なお、準備書から評価書においてWT9の設置取り

やめ、WT5の設置位置の移動を実施いたしました。その結

果を「第10章 10.1.6生態系」へ記載いたしました。 

法面の緑化に当たっては、在来種を基本とし、現地の

植物相に近い種を採用いたします。なお、シカの食害を

受けにくい種を用いる場合には、専門家へヒアリングを

行い、その結果を踏まえて、本地域の生態系に影響が生

じないよう配慮いたします。 

また、工事用資材等の搬出入に伴い、外来種の持ち込

みを可能な限り低減できるよう、専門家の意見を踏まえ

、工事関係車両のタイヤの洗浄等の適切な環境保全措置

を講じます。 

４ 景観 

フォトモンタージュについては、より多くの風力発電

機が視認できる地点からの鮮明な写真を用いるとともに

、人工物の映り込みをできる限り低減したものとするこ

と。 

また、景観との調和が図られるよう風力発電機の色彩

を検討すること。 

 

フォトモンタージュについては、風力発電機が視認

できる地点からの鮮明な写真を用いて、人工物の映り

込みを可能な限り低減するよう努めるとともに、「⑪鶉

公民館」については再撮影を行い、より鮮明な写真を

用いて予測及び評価いたしました。 

また、景観との調和が図られるよう風力発電機の色

彩を検討し、その検討経緯を「第10章 10.1.7景観」へ

記載いたしました。 

５ 事後調査 

事後調査について、調査方法および調査結果の評価な

らびに追加の環境保全措置の検討に当たっては、専門家

の意見を踏まえ行うこと。 

また、以下のことに十分配慮するとともに、事後調査

および追加の環境保全措置の実施状況については、その

検討の経緯を含めて、県等の関係機関に報告すること。 

 

事後調査について、「第10章 10.3事後調査」へ記載の

とおり、適切に実施いたします。なお、調査結果の評価

並びに追加の環境保全措置の検討に当たっては、専門家

の意見を踏まえて実施いたします。 

また、事後調査及び追加の環境保全措置の実施状況につ

いては、その検討の経緯を含めて、福井県等の関係機関

に報告いたします。 
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(1) バードストライクに関する調査 

死骸の持ち去り率や調査員の見落とし率等、調査の精

度をあらかじめ確認した上で、十分な頻度、監視体制で

行うこと。また、調査員等が、目視で確認できる範囲は

限られることから、監視カメラやセンサーなどの併用を

検討すること。 

また、クマタカやコウノトリなど希少な鳥類のバード

ストライクが確認された場合には、稼働を直ちに停止し

、その原因を究明した上で、必要な措置を講じること。 

なお、これらの結果は、今後の風力発電事業の環境保

全対策に有効に活用されるよう、公開に努めること。 

 

バードストライクをできる限り低減する措置として、

WT9を削減いたしました。その上で、バードストライク

の懸念が生じるWT5、WT6、WT10については、工事中より

目玉マークを付けることといたしました。また、WT10に

関してはクマタカに対する配慮事項として視認性を高め

る措置として、風力発電機の組み立てを早期に実施いた

します。バードストライク調査においては、「鳥類等に

関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境

省自然環境局野生生物課、平成23年、平成27年修正版）

に基づく調査方法で実施いたします。バードストライク

については、年間予測衝突数の予測結果より現在の配置

計画では低減されているものと考えているが、不確実性

が伴うため、特に懸念される風力発電機については、監

視カメラを設置し、目視確認の結果と合わせて検証をい

たします。なお、バードストライクが特定の風力発電機

により頻発する場合等の事象が発生した場合は、原因究

明のため、監視カメラやセンサーカメラ等の併用を検討

いたします。また、絶滅のおそれのある野生動植物の種

の保存に関する法律に該当するクマタカや天然記念物で

あるコウノトリ等の希少な鳥類のバードストライクを確

認した場合には、稼働を直ちに停止し、その原因を究明

した上で、必要な措置を講じます。 

なお、事後調査結果に関して、今後の風力発電事業の

環境保全対策に有効に活用できるよう、生息地及び生育

地保護の観点を考慮した上で公開いたします。 

(2) 希少猛禽類の生息状況調査 

供用後のクマタカの調査は、高利用域に風力発電機を

設置するすべてのペアを対象とすること。 

また、風力発電機の近傍で生息が確認されているハヤ

ブサについても、調査の対象とすること。 

なお、生息状況調査に当たっては、調査員の存在が営

巣等に影響を与えることがないよう、適切に行うこと。 

 

供用後のクマタカの調査は、供用中に確認した生息実

態に即したペアを検討した上で、実施いたします。ハヤ

ブサについては、事後調査においても引き続き営巣を確

認した場合において、調査対象とし適切に実施いたしま

す。 

なお、生息状況調査に当たっては、調査員の存在が営

巣等に影響を与えることがないよう、適切に実施いたし

ます。 

Ⅲ 評価書の作成等 

１ 評価書の作成 

(1)検討の経緯等の記載 

評価書の作成段階における事業計画の見直しについて

は、検討経緯およびその結果等を評価書に記載すること

。特に、次のⅠおよびⅡの指摘事項については遺漏のな

いようにすること。 

①Ⅰの１、２および３の検討の経緯と結果 

 

 

 

 

 

②Ⅰの４の措置を講じること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①評価書の作成段階における事業計画の見直しについ

ては、検討経緯及びその結果等については、「第10章 

10.2.2環境保全措置の検討の経過及び結果」へ準備

書から評価書における変更経緯を項目に分けて記載

いたしました。 

 

②周辺事業者であるSBエナジー株式会社、東京ガス株

式会社の各社と弊社で個別に話し合いを実施してお

ります。3社間NDAを締結いたしましたので、今後は3

社が一同に会して話し合いを実施し、事業計画や環

境影響評価の結果について積極的な情報共有を行い

ます。 
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③Ⅱの１の事後調査とその結果を踏まえ措置を講じること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④Ⅱの３の(2)および(3)の調査および措置を講じること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤Ⅱの４の結果 

 

③風車の影については、準備書以降において風力発電

機の配置を検討し、WT9の設置を取りやめた結果、「

風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」

で示されているガイドラインの指針値のうち、実際

の気象条件を考慮する場において指針値を超過する

住居は0戸でした。このことから、事後調査を実施し

ないことといたしました。なお、万が一、稼働後に

風車の影が気になる場合には迅速に対応できるよう

、住民の方々へのご説明、「二枚田幹線風力発電検討

協議会」等を通じた連絡体制の構築を検討いたしま

す。 

 

④バードストライクをできる限り低減する措置として

は、WT9を削減する配置検討を行いました。その上で

、バードストライクの懸念が生じるWT5、WT6、WT10

に関しては、工事中より目玉マークを付けることと

いたしました。 

クマタカの内部構造の再解析結果を踏まえ、WT10に

関してはクマタカに対する配慮事項として視認性を

高める措置として、風力発電機の組み立てを早期に

実施いたします。バードストライクが特に懸念され

る風力発電機については、監視カメラを設置し、目

視確認の結果と合わせて検証いたします。「第10章 

10.3事後調査」へ記載のとおり、稼働後にレーダー

調査を実施いたします。また、渡りのバードストラ

イクが発生した場合において、専門家の意見を踏ま

え、バードストライクの対象となった種に対する適

切な環境保全措置（ブレード塗装やシール貼付等の

鳥類からの視認性を高める措置、稼働調整等）を講

じます。なお、衝突の低減策としての目玉マークの

貼付等の視認性を高める措置は、風力発電機の組み

立て時から実施いたします。 

また、対象事業実施区域の近傍に生息しているクマタ

カ、ハヤブサ及びサシバについては、繁殖の状況や営

巣状況を踏まえ、適切な措置を検討いたします。 

特に、改変区域近傍に生息しているクマタカ及びハヤ

ブサについては、工事前から繁殖等の状況について調

査を行い、調査結果に応じて、必要な措置を講じま

す。 

 

⑤フォトモンタージュについては、風力発電機が視認

できる地点からの鮮明な写真を用いて、人工物の映

り込みを可能な限り低減するよう努めるとともに、「

⑪鶉公民館」については再撮影を行い、より鮮明な

写真を用いて予測及び評価いたしました。 

また、景観との調和が図られるよう風力発電機の色

彩を検討し、その検討経緯を「第10章 10.1.7景観」

へ記載いたしました。 

(2) 分かりやすい記載 

評価書の作成に当たっては、それぞれの環境要素につ

いて、予測条件の妥当性が確認できるよう、その前提条

件を根拠とともに明記し、具体的な数字や出典等を記載

するなど分かりやすい図書となるよう努めること。 

 

評価書の作成に当たっては、それぞれの環境要素につ

いて、予測条件の妥当性が確認できるようにいたしまし

た。また、具体的な数字や出典等を記載することにより

、分かりやすい図書となるよう努めました。 



 

11.2-10 

(1599) 

福井県知事の意見 事業者の対応 

２ 評価書の公開 

事業計画や環境保全措置の内容について、工事中また

は供用後に地域住民等が確認できるよう、環境影響評価

法で定める縦覧期間経過後も評価書を公開すること。 

 

令和2年より当社HPにおいて、縦覧期間終了後も図書を

公開しております。図書の公開により、地域住民の皆様

、団体、自治体や専門家、事業者等の関係者の情報交流

の拡充、促進を図ることが重要であると考えております

。今後も引き続き、当社HPにて図書を公開いたします。 

３ 関係機関との調整および住民等への説明 

地域の関係者が参加する協議会では、準備書作成段階

の事業計画を基に、農林漁業と調和した再エネ発電によ

る農山漁村の活性化に関する方針が検討されていること

から、事業計画の見直し等に当たっては、関係機関等と

十分な協議、調整を行い、地域住民等に対し十分な説明

を行うこと。 

 

福井市と事業計画について協議を実施しております。

その結果を踏まえた上で、福井市が「農山漁村再生可能

エネルギー法」に係る協議会を招集し、その場で周知す

ることになります。なお、当社も定期的に開催している

「二枚田幹線風力発電検討協議会」等を通じて地元住民

の皆様へ事業計画について丁寧な説明に努めました。 

４ 新たな事実への対応 

工事中または供用後において、新たな事実が判明した

場合には、県および関係市町に報告するとともに、適切

な措置を講じること。 

 

工事中または供用後において、新たな事実が判明した

場合には、県及び関係市町に報告するとともに、適切な

措置を講じます。 

 

※網掛け部分については、生息地保全の観点から、縦覧版図書には示しておりません。 
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